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調理師養成施設における校外実習ガイドラインについて 

 

 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律（平成 26 年法律第 51 号）の施行に伴い、地域の自主性及び

自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の

施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備等に関する政令（平成 27 年政令第 128

号）及び地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係

法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令

（平成 27 年厚生労働省令第 55 号）が平成 27 年３月 31 日付けで公布され、平

成 27 年４月１日から施行されることとなった。 

ついては、別紙「校外実習ガイドライン」を養成施設が適切な実習を実施す

る際の参考として、調理師養成施設に対する周知をお願いする。 

 また、校外実習を受け入れる施設及び関係団体等に対して、円滑な校外実習

の受け入れに協力するよう御配慮願いたい。 

 なお、これに伴い、「調理師養成施設における校外実習について」（平成 26 年

２月 21 日付け健発第 0221 第７号厚生労働省健康局長通知）は廃止する。 

 

 

 

 



別 紙 

  調理師養成施設における校外実習ガイドライン 

 

第１ 実習の目的 

  調理師業務の実際を実地に経験させることにより、調理師としての職業意識及び態

度を学ぶとともに、幅広い業務全体を総合的に学ぶことを通して、調理師として具備

すべき専門的知識及び技能を習得させることを目的とする。 

 

第２ 実習の時間数 

  実習の時間数は、校外実習で習得すべき内容を整理し、年間の教育計画のもと、受

け入れ施設等と協議の上定めること。ただし、養成施設のうち、１年課程、夜間課程

及び高等学校においては６０時間を限度とする。また、その他の養成施設（課程を含

む。）にあっては、１５０時間を標準とすることが望ましいこと。 

 

第３ 実習の実施時期 

 １ その実効性をあげるため、前提となる授業の進行を考慮し、養成期間中の初期を

避けて行うこと。 

 ２ 実習施設とあらかじめ協議の上、年間の教育計画に取り入れ、計画的に実施する

こと。 

 

第４ 実習施設 

  校外実習を行う施設は、調理師法施行規則第４条に規定する施設又は営業であるこ

と。 

なお、実習施設は、専門調理師又はそれと同等の知識や技能を有する調理師が専従

する施設であること。 

 

第５ 実習の内容 

  教育目標に則し、校内及び校外のそれぞれの実習で習得すべき内容を明確にし、校

外実習については、高度な調理技術や多様な調理業務に応え得る実践能力の基本を養

うため、調理師業務の実務の実際について理解することに留意した実習内容とするこ

と。 



  修業期間が２年以上の課程においては、飲食店の業態や給食施設の種別に応じた高

度な調理技術やフードサービスの運営管理など実践的な技術の習得に留意した実習

内容とすることが望ましいこと。 

 

第６ 実習の方法 

 ア 臨地訓練とし、単なる見学のみは校外実習とは認められないこと。 

イ 調理の技術をはじめ、衛生管理、献立・調理、食事環境、接遇等を実地に学ぶ

ため、当該実習施設の業務全般を学ばせること。 

ウ 校外実習についてはその目的からみて、授業時間をまとめ、連続して実施する

ことが望ましいこと。 

  エ 担当教員は、あらかじめ、当該実習施設の管理責任者及び直接指導に当たる者

と実習内容等について十分協議のうえ、校外実習を行うこと。 

オ 担当教員は、校外実習を実施している期間、定期的に実習施設を巡回し、校外

実習の効果があがるよう努めること。 

カ 調理師養成施設の長は、生徒を校外実習に派遣する際には、事前に生徒に対し、

その施設の概略を理解させる等の指導を行うこと。 

キ 校外実習の教育効果をあげるため、少数による実習とすることが望ましいこと。 

ク 校外実習の実施に当たっては、校外実習票を作成し、実習終了後、調理師養成

施設において保存すること。 

ケ 校外実習の効果判定を行うため、校外実習の終了後に生徒から報告書を提出さ

せるなど、校内において事前及び事後評価を行う体制を整えること。 


